
　

 

　

保
険
料
は
、
被
保
険
者

に
等
し
く
負
担
い
た
だ
く

均
等
割
額
と
、
所
得
に
応

じ
て
決
ま
る
所
得
割
額
の

合
計
額
で
す
。

　

令
和
８
年
度
か
ら
「
子

ど
も・子
育
て
支
援
金
制
度
」

が
開
始
し
、
保
険
料
と
合

わ
せ
て
負
担
い
た
だ
き
ま

す
。
こ
の
制
度
は
、
全
世
代

で
支
え
合
う
仕
組
と
し
て

創
設
さ
れ
た
も
の
で
、
国
の

「
子
ど
も
未
来
戦
略
」
に
基

づ
く
少
子
化
対
策
に
充
て

ら
れ
ま
す
。

　

所
得
の
少
な
い
方
に
は
、

世
帯
の
所
得
状
況
に
応
じ

た
軽
減
制
度
が
適
用
さ
れ

ま
す
。
令
和
８
年
度
は
、
軽

減
割
合
の
引
き
上
げ
（
７
割
軽
減
）
と
対
象
範

囲
の
拡
大
（
５
割
・
２
割
軽
減
）
を
行
い
ま
す
。

※
令
和
８
年
度
保
険
料
額
の
通
知
は
、
７
月
中
旬 

　

に
送
付
し
ま
す
。

問
　
保
険
年
金
課　

℡
22-

３
５
０
４

　
　

和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
　

℡
０
７
３-

４
２
８-

６
６
８
８

　

浄
化
槽
は
適
正
な
管
理
を
し
な
い
と
、
故
障
や

臭
い
の
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

管
理
者
（
浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
る
ま
た
は

設
置
し
た
方
）
に
は
、
浄
化
槽
法
に
よ
り
維
持

管
理
と
し
て
次
の
３
つ
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
必
ず
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
８
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

保
険
料
率
等
が
決
定
し
ま
し
た

　
浄
化
槽
の
適
正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す

①
保
守
点
検
（
家
庭
の
場
合
は
年
３
、４
回
）

 

・
機
器
類
の
調
整
、
修
繕

 

・
消
毒
剤
の
補
充
等

 

・
県
の
登
録
を
受
け
た
業
者
へ
依
頼

②
清
掃
（
年
１
回
以
上
）

 

・
汚
泥
の
引
抜

 

・
機
器
類
の
洗
浄

 

・
市
の
許
可
を
受
け
た
業
者
へ
依
頼

③
法
定
検
査

 

・
保
守
点
検
と
清
掃
の
実
施
状
況
を
確
認

 

・
水
質
検
査
に
よ
り
浄
化
槽
が
正
常
に
機
能
し 

　

て
い
る
か
を
確
認

 

・
検
査
は
２
種
類
あ
り

　

７
条
検
査
（
使
用
開
始
後
３
か
月
を
経
過
し 

　
　
　
　
　
　

た
日
か
ら
５
か
月
以
内
）

　

11
条
検
査
（
７
条
検
査
後
毎
年
１
回
）

 

・
県
の
指
定
検
査
機
関
へ
依
頼

　

公
益
社
団
法
人　

和
歌
山
県
水
質
保
全

　

セ
ン
タ
ー　

℡
０
７
３-

４
３
２-

６
４
３
３

問　

生
活
環
境
課　

℡
22-

３
５
６
５

　

家
庭
か
ら
出
る
生
ご
み
を
減
量
し
、
た
い
肥

と
し
て
の
再
資
源
化
が
で
き
る
生
ご
み
処
理
容

器
（
コ
ン
ポ
ス
ト
）・
処
理
機
を
購
入
す
る
方

を
対
象
に
、
補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

対
象　

市
内
在
住
、
市
税
等
を
完
納
し
て
い
る
方

補
助
金
額　

購
入
価
格
の
２
分
の
１

　
（
１
０
０
円
未
満
切
捨
）
で
上
限
あ
り

 

・
生
ご
み
処
理
容
器　

上
限
３
，
０
０
０
円

 

・
生
ご
み
処
理
機　

上
限
２
０
，
０
０
０
円

申
請
期
間　

購
入
日
よ
り
１
年
以
内

※
個
人
売
買
の
品
、
中
古
品
、
転
売
品
は
対
象 

　

外
で
す
。

※
生
ご
み
処
理
機
の
貸
与
制
度
も
あ
り
ま
す
。

問　

生
活
環
境
課　

℡
22-

３
５
６
５

生
ご
み
処
理
容
器
・
処
理
機
購
入
費
補
助
金

〜
生
ご
み
の
減
量
化
に
ご
協
力
を
！
〜

　

対
象
と
な
る
方
々
に
補
償
金
を
支
給
し
ま

す
。
こ
れ
は
、
法
に
基
づ
き
、
ハ
ン
セ
ン
病
元

患
者
家
族
の
被
っ
た
精
神
的
苦
痛
を
慰
謝
す
る

た
め
の
も
の
で
す
。秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、

ま
ず
は
お
電
話
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

補
償
金
額　

１
８
０
万
円
ま
た
は
１
３
０
万
円

請
求
期
限　

令
和
11
年
11
月
21
日
（
水
）
ま
で

※
一
部
同
居
等
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。

※
電
話
で
の
受
付
は
平
日
10
時
～
16
時

問　

厚
生
労
働
省 　

　
　

℡
０
３-

３
５
９
５-

２
２
６
２

日
時　

７
月
26
日
（
日
）
８
時
30
分
～
12
時

対
象　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
取
を
さ
れ 

　

る
方
、
電
子
証
明
書
の
更
新
の
お
知
ら
せ
が 

　

届
い
た
方

持
ち
物

【
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
取
】

①
交
付
通
知
書
（
は
が
き
）

②
通
知
カ
ー
ド

③
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

④
本
人
確
認
書
類

⑤
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
更
新
等
の
場
合
）

※
②
③
は
お
持
ち
の
方
の
み

【
電
子
証
明
書
の
更
新
】

①
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
通
知
書

②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

③
本
人
確
認
書
類（
暗
証
番
号
を
お
忘
れ
の
方
）

※
住
所
変
更
な
ど
の
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

★
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
サ
ポ
ー
ト
も 

　

実
施
中
！
申
請
が
ま
だ
の
方
も
ぜ
ひ
ご
利
用 

　

く
だ
さ
い
。

問　

市
民
課　

℡
22-

３
５
６
１

　
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
の
ご
家
族
へ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
受
取
・

更
新
の
た
め
の
休
日
開
庁

　将来にわたって国民健康保険を安心してご利用いただくため、以下の通り保険税を改正します。被保険者の皆様に
はご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
※保険税決定の通知書は、7 月中旬に送付します。
1  国民健康保険税の段階的な引き上げ
　和歌山県では、令和 12 年度から「県内統一」（県内のどの市町村に住んでいても、同じ所得、同じ世帯構成であ
れば同じ保険税とする）を目指しています。市でも、県内統一時に国民健康保険税率が大幅に上昇しないよう、段階
的に保険税率を引き上げます。
2  「子ども・子育て支援金制度」の開始
　児童手当の拡充などに充てることによって、こども・子育て世帯を社会全体で応援する「子ども・子育て支援金制
度」が令和 8 年度より始まり、保険税と合わせてご負担いただくこととなります。

【有田市国民健康保険税率の改正内容】

【軽減判定基準所得】

※ 18 歳以上均等割・・・18 歳未満被保険者については均等割が賦
ふ

課されません。その分については、18 歳以上被保 
　　　　　　　　　　　  険者に 18 歳以上均等割として賦課されます。

※①年金・給与所得者の数・・・ 公的年金所得者（公的年金等の収入が 60 万円を超える 65 歳未満の方、または公的 
　　　　　　　　　　　　　　　年金等の収入が 125 万円を超える 65 歳以上の方）と一定の給与所得者（給与収入 
　　　　　　　　　　　　　　　が 55 万円を超える方）の合計の数
※②被保険者数・・・国保加入者及び特定同一世帯所属者（国保から後期高齢者医療制度に移行し継続して同一の世 
　　　　　　　　　　帯に属する方）の人数

令和8年度　国民健康保険税率について　　　　　　　　　 問　保険年金課　℡ 22-3506均等割額 所得割率 賦課限度額

令和８年度
医療分 58,748 円 10.36％ 850,000 円

子ども分 1,385 円 0.25％ 21,000 円

【参考】　令和７年度 54,428 円 11.04％ 800,000 円

令和 7 年度
( 改正前 )

令和 8年度
(改正後 ) 増加率

医療分

所得割 7.20% 7.80% 0.6%増
均等割 25,200 円 27,600 円 2,400 円増
平等割 24,000 円 24,000 円 変更なし

賦課限度額 660,000 円 670,000 円 10,000 円増

後期高齢者支援金分

所得割 2.40% 2.60% 0.2%増
均等割 8,400 円 9,200 円 800 円増
平等割 7,200 円 7,200 円 変更なし

賦課限度額 260,000 円 260,000 円 変更なし

介護分
(40 〜 64 歳 )

所得割 2.20% 2.40% 0.2%増
均等割 8,400 円 9,200 円 800 円増
平等割 7,200 円 7,200 円 変更なし

賦課限度額 170,000 円 170,000 円 変更なし

子ども・子育て
支援金分

所得割 0.30%

新設
均等割 1,118 円

18 歳以上均等割※ 73 円
平等割 766 円

賦課限度額 30,000 円

軽減割合
令和 7 年度【参考】 令和 8 年度
軽減基準所得金額 軽減基準所得金額

7 割軽減
基礎控除43万円
+10万円×【年金・給与所得者の数(※①)-1】
以下

基礎控除43万円
+10万円×【年金・給与所得者の数(※①)-1】
以下

5 割軽減
基礎控除43万円+30.5万円×被保険者数(※②)
+10万円×【年金・給与所得者の数(※①)-1】
以下

基礎控除43万円+31万円×被保険者数(※②)
+10万円×【年金・給与所得者の数(※①)-1】
以下

2 割軽減
基礎控除43万円+56万円×被保険者数(※②)
+10万円×【年金・給与所得者の数(※①)-1】
以下

基礎控除43万円+57万円×被保険者数(※②)
+10万円×【年金・給与所得者の数(※①)-1】
以下

7◯  ＡＲＩＤＡ　2026 . 7 6◯  ＡＲＩＤＡ　2026 . 7




